
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  成年被後見人の特別障害者控除 

Ｑ：成年被後見人は、特別障害者として障

害者控除の対象にすることができますか？                          

  

Ａ：対象にすることができます。 

【解説】 

さきごろ、名古屋国税局に対して同様の照

会があり、次のような文書回答がされていま

す。 

所得税法上、「精神上の障害により事理を

弁識する能力を欠く常況にある者」は特別障

害者とされ、居住者又は控除対象配偶者若し

くは扶養親族が特別障害者である場合には、

40万円の障害者控除が認められています。 

この「精神上の障害により事理を弁識する

能力を欠く常況にある者」については、所得

税法に特段の定義はなく、民法第7条に定める

「精神上の障害により事理を弁識する能力を

欠く常況にある者」と同一の用語を用いてい

ることから、家庭裁判所が、鑑定人による医

学上の専門的知識を用いた鑑定結果に基づき、

「精神上の障害により事理を弁識する能力を

欠く常況にある者」として後見開始の審判を

した場合には、所得税法上も、成年被後見人

は「精神上の障害により事理を弁識する能力

を欠く常況にある者」に該当し、障害者控除

の対象となる特別障害者に該当すると考えら

れるとしています。 

なお、後見開始の審判の事実は、登記事項

証明書により確認します。 
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